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日本国内における売買春の類型について

第三者の強制あり 第 三 者 の 強 制 な し第三者の強制あり 第 三 者 の 強 制 な し第三者の強制あり 第 三 者 の 強 制 な し第三者の強制あり 第 三 者 の 強 制 な し態様

第 三 者 の 関 与 あ り 第三者の関与なし第 三 者 の 関 与 あ り 第三者の関与なし第 三 者 の 関 与 あ り 第三者の関与なし第 三 者 の 関 与 あ り 第三者の関与なし何らかの手段で、女性を
自らの管理下に置き、強制
的に売春をさせる。売春の 自らの意思により、第三者が提供する見知らぬ男女を 男女が、見知らぬ男女を
代金については、ほぼ全額 結び付けることを目的とする施設、制度等を利用し、売 結び付けることを目的とす
が第三者に搾取される。 春の相手方を見付ける。 る第三者の関与なく、直接

売買春の交渉を行う。例１ 親の借金の肩代わり
例２ 家出少女 例 街頭における個人的売自ら第三者の管理下に入る 第三者の管理下に入らない自ら第三者の管理下に入る 第三者の管理下に入らない自ら第三者の管理下に入る 第三者の管理下に入らない自ら第三者の管理下に入る 第三者の管理下に入らない
例３ 人身売買の被害者で 春勧誘

自らの意思で、第三者の 第三者が提供する、見知ある外国人
管理下に入り 売春を行う らぬ男女が知り合える機会例４ 自己の借金返済 、 。

を利用して、売春の相手方例１ ホテトル
を見付ける例２ デートクラブ
例１ テレホンクラブ
例２ 出会い系サイト行為者

Ａ Ｃ Ｅ Ｇ児童 18歳未満児童 18歳未満児童 18歳未満児童 18歳未満（ ）（ ）（ ）（ ）

Ｂ Ｄ Ｆ Ｈ児 童 以 外児 童 以 外児 童 以 外児 童 以 外



売買春に関する議論のポイント売買春に関する議論のポイント売買春に関する議論のポイント売買春に関する議論のポイント

売買春は、第三者の強制及び関与の有無や行為者等により、いくつかの類

型に分けられる。売買春への対策については、それぞれの類型に共通のもの

もあれば、類型によって異なるものもあると思われる。

【ポイント】【ポイント】【ポイント】【ポイント】

① すべての類型を女性に対する暴力と位置付けることが適当か。① すべての類型を女性に対する暴力と位置付けることが適当か。① すべての類型を女性に対する暴力と位置付けることが適当か。① すべての類型を女性に対する暴力と位置付けることが適当か。

～ 例えば、第三者の強制がない場合（Ｄ、Ｆ、Ｈ）

② 各類型に共通の対策は何か。② 各類型に共通の対策は何か。② 各類型に共通の対策は何か。② 各類型に共通の対策は何か。

～ 買う側の男性の問題をどうするか。

背後の社会問題を考慮することが必要ではないか。

③ 類型ごとに特有の対策はあるか。③ 類型ごとに特有の対策はあるか。③ 類型ごとに特有の対策はあるか。③ 類型ごとに特有の対策はあるか。

○ 第三者による売春の強制がある場合

～ 関係法令による厳正な取締り以外に、何か効果的な対策は

考えられるか。

○ 第三者の強制はないが関与はある場合

～ 関与する第三者をどのように位置付けるか。

強制なく売春を行う女性の問題をどうするか。

○ 第三者による強制、関与がない場合

～ 発見が困難であるが対策はあるか。

○ 児童買春

・ 国内犯

～ 「援助交際」というあいまいな用語をあえて使用する必要

があるか。

・ 国外犯

～ 旅行会社等への更なる対策は必要か。
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売春防止法（昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号）売春防止法（昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号）売春防止法（昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号）売春防止法（昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号）

第一章 総則第一章 総則第一章 総則第一章 総則

（目的）

この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を第一条第一条第一条第一条

みだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又

は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講

ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

（定義）

この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性第二条第二条第二条第二条

交することをいう。

（売春の禁止）

何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。第三条第三条第三条第三条

（適用上の注意）

この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなけ第四条第四条第四条第四条

ればならない。

第二章 刑事処分第二章 刑事処分第二章 刑事処分第二章 刑事処分

（勧誘等）

売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又第五条第五条第五条第五条

は一万円以下の罰金に処する。

一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立

ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法に

より人を売春の相手方となるように誘引すること。

（周旋等）

売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。第六条第六条第六条第六条

２ 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同

様とする。

一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立

ちふさがり、又はつきまとうこと。



- 2 -

三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引するこ

と。

（困惑等による売春）

人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を第七条第七条第七条第七条

利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

２ 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三

年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。

３ 前二項の未遂罪は、罰する。

（対償の収受等）

前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を第八条第八条第八条第八条

収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以

下の罰金に処する。

２ 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部

の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

（前貸等）

売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を第九条第九条第九条第九条

供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

（売春をさせる契約）

人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円第十条第十条第十条第十条

以下の罰金に処する。

２ 前項の未遂罪は、罰する。

（場所の提供）

情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下第十一条第十一条第十一条第十一条

の罰金に処する。

２ 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の

罰金に処する。

（売春をさせる業）

、 、第十二条第十二条第十二条第十二条 人を自己の占有し 若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ

これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処

する。

（資金等の提供）

、 、 、第十三条第十三条第十三条第十三条 情を知つて 第十一条第二項の業に要する資金 土地又は建物を提供した者は

五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。

２ 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役

及び三十万円以下の罰金に処する。
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（両罰）

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法第十四条第十四条第十四条第十四条

人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

（併科）

第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の第十五条第十五条第十五条第十五条

罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る

同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

（刑の執行猶予の特例）

第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、第十六条第十六条第十六条第十六条

刑法（明治四十年法律第四十五号）第二十五条第二項 ただし書の規定を適用しない。

同法第五十四条第一項 の規定により第五条 の罪の刑によつて懲役の言渡をするとき

も、同様とする。

第三章 補導処分第三章 補導処分第三章 補導処分第三章 補導処分

（補導処分）

第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他第十七条第十七条第十七条第十七条

の罪とに係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付す

ることができる。

、 、 。２ 補導処分に付された者は 婦人補導院に収容し その更生のために必要な補導を行う

（補導処分の期間）

補導処分の期間は、六月とする。第十八条第十八条第十八条第十八条

（保護観察との関係）

第五条の罪のみを犯した者を補導処分に付するときは、刑法第二十五条の二第第十九条第十九条第十九条第十九条

一項 の規定を適用しない。同法第五十四条第一項 の規定により第五条 の罪の刑によ

つて処断された者についても、同様とする。

（補導処分の言渡）

裁判所は、補導処分に付するときは、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をし第二十条第二十条第二十条第二十条

なければならない。

（勾留状の効力）

補導処分に付する旨の判決の宣告があつたときは、刑事訴訟法 （昭和二十第二十一条第二十一条第二十一条第二十一条

） 。三年法律第百三十一号 第三百四十三条 から第三百四十五条 までの規定を適用しない

（収容）

補導処分に付する旨の裁判が確定した場合において、収容のため必要がある第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条

ときは、検察官は、収容状を発することができる。
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２ 収容状には、補導処分の言渡を受けた者の氏名、住居、年齢、収容すべき婦人補導院

その他収容に必要な事項を記載し、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄

本を添えなければならない。

３ 収容状は、検察官の指揮によつて、検察事務官、警察官又は婦人補導院若しくは監獄

の職員が執行する。収容状を執行したときは、これに執行の日時、場所その他必要な事

項を記載しなければならない。

４ 収容状については、刑事訴訟法第七十一条 、第七十三条第一項 及び第三項 並びに

第七十四条 の規定を準用する。

５ 収容状によつて身体の拘束を受けた日数は、補導処分の期間に算入する。

６ 検察官は、収容状を発したときは、補導処分に付する旨の裁判の執行を指揮すること

を要しない。

（補導処分の競合）

補導処分に付する旨の二以上の裁判が同時に又は時を異にして確定した場合第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条

において 二以上の確定裁判があることとなつた日以後に一の補導処分について執行 執、 （

行以外の身体の拘束でその日数が補導処分の期間に算入されるものを含む ）が行われ。

たときは、その日数は、他の補導処分の期間に算入する。

（在院者の環境調整）

保護観察所の長は、婦人補導院に収容されている者の社会復帰を円滑にする第二十四条第二十四条第二十四条第二十四条

ため、必要があると認めるときは、その者の環境の調整に関する措置を講ずることがで

きる。

２ 前項の措置については、犯罪者予防更生法 （昭和二十四年法律第百四十二号。以下

「予防更生法」という ）第五十二条 の規定を準用する。。

（仮退院の許可）

地方更生保護委員会（以下「地方委員会」という ）は、補導処分に付され第二十五条第二十五条第二十五条第二十五条 。

た者に対し、婦人補導院の長の申請又は職権により、相当と認めるときは、仮に退院を

許すことができる。

２ 婦人補導院の長は、補導処分に付された者が収容されたときは、すみやかに、これを

地方委員会に通告しなければならない。

３ 第一項の仮退院については、予防更生法第二十九条 から第三十二条 までの規定を準

用する。この場合において、同法第二十九条第二項 中「前条」とあるのは 「売春防止、

法第二十五条第二項」と読み替えるものとする。

（仮退院中の保護観察）

仮退院を許された者は、補導処分の残期間中、保護観察に付する。第二十六条第二十六条第二十六条第二十六条

２ 前項の保護観察については、予防更生法第二条 、第三十四条 から第三十七条 まで

及び第三十九条 から第四十一条の二 までの規定を準用する。この場合において、同法
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第三十四条第二項 中「第三十一条第三項 」とあるのは 「売春防止法第二十五条第三、

項において準用する第三十一条第三項」と、第四十一条第七項中「第四十五条第一項」

とあるのは 「売春防止法第二十七条第二項において準用する第四十五条第一項」と読、

み替えるものとする。

（仮退院の取消）

仮退院中の者が遵守すべき事項を遵守しなかつたときは、地方委員会は、仮第二十七条第二十七条第二十七条第二十七条

退院の取消をすることができる。

２ 前項の仮退院の取消については、予防更生法第四十四条第一項 及び第二項 並びに第

、 、 。 、四十五条第一項 第二項 第五項 及び第六項 の規定を準用する この場合において

同法第四十五条第一項 中「第四十一条第二項 」とあるのは 「売春防止法第二十六条、

第二項において準用する第四十一条第二項」と読み替えるものとする。

３ 仮退院中の者が前項の規定において準用する予防更生法第四十五条第二項 の規定に

より留置されたときは、その留置の日数は、補導処分の期間に算入する。

、 、 。４ 仮退院が取り消されたときは 検察官は 収容のため再収容状を発することができる

５ 再収容状には、仮退院を取り消された者の氏名、住居、年齢、収容すべき婦人補導院

その他収容に必要な事項を記載しなければならない。

６ 再収容状については、第二十二条第三項から第五項までの規定を準用する。ただし、

再収容状の執行は、同条第三項に規定する者のほか、保護観察官もすることができる。

（行政手続法 の適用除外）

第二十四条から前条まで及び第二十九条の規定による処分及び行政指導第二十七条の二第二十七条の二第二十七条の二第二十七条の二

については、行政手続法 （平成五年法律第八十八号）第二章 から第四章 までの規定

は、適用しない。

（審査請求）

第二十七条第一項の規定による地方委員会の処分に不服がある者は、中央更第二十八条第二十八条第二十八条第二十八条

生保護審査会に対して審査請求をすることができる。

、 、２ 前項の審査請求については 予防更生法第五十条 から第五十一条の二 までの規定を

同項に規定する処分の取消しの訴えについては、同法第五十一条の三 の規定を準用す

る。この場合において、同法第五十条第一項 中「監獄又は少年院」とあるのは「婦人

補導院」と、同法第五十一条の二 中「六十日」とあるのは「三十日」と読み替えるも

のとする。

（予防更生法 雑則の準用）

仮退院の許可、仮退院中の保護観察、仮退院の取消し及び処分の審査につい第二十九条第二十九条第二十九条第二十九条

ては、第二十五条から前条までに定めるもののほか、予防更生法第五十五条 から第五

十九条 まで及び第六十条第一項 の規定を準用する。

（仮退院の効果）
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仮退院を許された者が、仮退院を取り消されることなく、補導処分の残期間を第三十条第三十条第三十条第三十条

経過したときは、その執行を受け終つたものとする。

（更生緊急保護）

婦人補導院から退院した者及び前条の規定により補導処分の執行を受け終わ第三十一条第三十一条第三十一条第三十一条

つたとされた者については、予防更生法第四十八条の二第一項第一号 に掲げる者とみ

なし、予防更生法第四十八条の二 から第四十八条の四 まで及び第六十条 の規定を適

用する。この場合において、予防更生法第四十八条の二第一項 及び第四項 中「刑事上

の手続による身体の拘束」とあるのは「補導処分による身体の拘束」と、第四十八条の

三第二項 中「監獄の長」とあるのは「婦人補導院の長」と 「刑事上の手続による身体、

の拘束」とあるのは「補導処分による身体の拘束」と、同条第三項 中「監獄の長」と

あるのは「婦人補導院の長」と 「仮出獄」とあるのは「仮退院」とする。、

（執行猶予期間の短縮）

婦人補導院から退院した者及び第三十条の規定により補導処分の執行を受け第三十二条第三十二条第三十二条第三十二条

終つたとされた者については、退院の時又は補導処分の執行を受け終つたとされた時に

おいて刑の執行猶予の期間を経過したものとみなす。

２ 第五条の罪と他の罪とにつき懲役又は禁錮に処せられ、補導処分に付された者につい

ては、刑法第五十四条第一項 の規定により第五条 の罪の刑によつて処断された場合を

除き、前項の規定を適用しない。

（補導処分の失効）

刑の執行猶予の期間が経過し、その他刑の言渡がその効力を失つたとき、又第三十三条第三十三条第三十三条第三十三条

は刑の執行猶予の言渡が取り消されたときは、補導処分に付する旨の言渡は、その効力

を失う。

第四章 保護更生第四章 保護更生第四章 保護更生第四章 保護更生

（婦人相談所）

都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。第三十四条第三十四条第三十四条第三十四条

２ 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子（以下「要保護女

子」という ）の保護更生に関する事項について、主として次の各号の業務を行うもの。

とする。

一 要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。

二 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判

定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行うこと。

三 要保護女子の一時保護を行うこと。

３ 婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。

４ 婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。
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５ 前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

（婦人相談員）

都道府県知事は、社会的信望があり、かつ、第三項に規定する職務を行うに第三十五条第三十五条第三十五条第三十五条

必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱するものとする。

２ 市長は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を

持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱することができる。

、 、 、 、 、３ 婦人相談員は 要保護女子につき その発見に努め 相談に応じ 必要な指導を行い

及びこれらに附随する業務を行うものとする。

４ 婦人相談員は、非常勤とする。

（婦人保護施設）

都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設（以下「婦人保護施設」第三十六条第三十六条第三十六条第三十六条

という ）を設置することができる。。

（民生委員等の協力）

民生委員法 （昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、児童福第三十七条第三十七条第三十七条第三十七条

祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）に定める児童委員、保護司法（昭和二十五年法

律第二百四号）に定める保護司、更生保護事業法 平成七年法律第八十六号）に定める

更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法（昭和二十四年法律第百三十九号）に定め

る人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するもの

とする。

（都道府県及び市の支弁）

都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。第三十八条第三十八条第三十八条第三十八条

一 婦人相談所に要する費用（第五号に掲げる費用を除く ）。

二 都道府県知事の委嘱する婦人相談員に要する費用

三 都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用

四 都道府県の行う収容保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して

行う場合を含む ）及びこれに伴い必要な事務に要する費用。

五 婦人相談所の行う一時保護に要する費用

２ 市は、その長が委嘱する婦人相談員に要する費用を支弁しなければならない。

（都道府県の補助）

都道府県は、市町村又は社会福祉法人の設置する婦人保護施設の設備に要す第三十九条第三十九条第三十九条第三十九条

る費用の四分の三以内を補助することができる。

（国の負担及び補助）

国は、政令の定めるところにより、都道府県が第三十八条第一項の規定により第四十条第四十条第四十条第四十条

支弁した費用のうち、同項第一号及び第五号に掲げるものについては、その十分の五を

負担するものとする。
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２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助すること

ができる。

一 都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第二号から第

四号までに掲げるもの

二 市が第三十八条第二項の規定により支弁した費用

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が前条の規定により補助した金額の三分の二

以内を補助することができる。

附則（略）
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する

法律（平成十一年五月二十六日法律第五十二号）法律（平成十一年五月二十六日法律第五十二号）法律（平成十一年五月二十六日法律第五十二号）法律（平成十一年五月二十六日法律第五十二号）

（目的）

この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害する第一条第一条第一条第一条

ことの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、こ

れらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めること

により、児童の権利の擁護に資することを目的とする。

（定義）

この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。第二条第二条第二条第二条

２ この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又

はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等（性交若しくは性交類似行為をし、

又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等（性器、肛門又は乳首をいう。以

下同じ ）を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ ）を。 。

することをいう。

一 児童

二 児童に対する性交等の周旋をした者

三 児童の保護者（親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをい

う。以下同じ ）又は児童をその支配下に置いている者。

３ この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次

の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚

により認識することができる方法により描写したもの

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿

態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法

により描写したもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するも

のを視覚により認識することができる方法により描写したもの

（適用上の注意）

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなけ第三条第三条第三条第三条

ればならない。

（児童買春）

児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第四条第四条第四条第四条

（児童買春周旋）
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児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。第五条第五条第五条第五条

２ 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金

に処する。

（児童買春勧誘）

児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以第六条第六条第六条第六条

下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

２ 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の

懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

（児童ポルノ頒布等）

児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年第七条第七条第七条第七条

以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

２ 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、

又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。

３ 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日

本国民も、同項と同様とする。

（児童買春等目的人身売買等）

児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項第一号、第二号第八条第八条第八条第八条

若しくは第三号の児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買

した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

２ 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをそ

の居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。

３ 前二項の罪の未遂は、罰する。

（児童の年齢の知情）

児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条第九条第九条第九条第九条

までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限り

でない。

（国民の国外犯）

第四条から第六条まで、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第三項第十条第十条第十条第十条

（同条第一項に係る部分に限る ）の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号）第三条。

の例に従う。

（両罰規定）

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法第十一条第十一条第十一条第十一条

人又は人の業務に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

（捜査及び公判における配慮等）
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第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者第十二条第十二条第十二条第十二条

（次項において「職務関係者」という ）は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び。

特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深め

るための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。

（記事等の掲載等の禁止）

、 、 、第十三条第十三条第十三条第十三条 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については その氏名 年齢

職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であるこ

とを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出

版物に掲載し、又は放送してはならない。

（教育、啓発及び調査研究）

国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為が児童の心身の第十四条第十四条第十四条第十四条

成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止する

ことができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努め

るものとする。

２ 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為の防止に資する調査研

究の推進に努めるものとする。

（心身に有害な影響を受けた児童の保護）

関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこ第十五条第十五条第十五条第十五条

と等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の

状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理

的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、

施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。

２ 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要が

、 、 、 。あると認めるときは その保護者に対し 相談 指導その他の措置を講ずるものとする

（心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備）

国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写さ第十六条第十六条第十六条第十六条

れたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適

切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児

童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における

関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体

制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

（国際協力の推進）

国は、第四条から第八条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な第十七条第十七条第十七条第十七条

捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の
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推進に努めるものとする。

附則 抄

（施行期日）

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める第一条第一条第一条第一条

日から施行する。

（条例との関係）

地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めてい第二条第二条第二条第二条

るものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うも

のとする。

２ 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条

例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失

効後も、なお従前の例による。

（検討）

児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るた第六条第六条第六条第六条

めの制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童

の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必

要な措置が講ぜられるものとする。
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刑法（明治四十年四月二十四日法律第四十五号 （抄）刑法（明治四十年四月二十四日法律第四十五号 （抄）刑法（明治四十年四月二十四日法律第四十五号 （抄）刑法（明治四十年四月二十四日法律第四十五号 （抄）））））

第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪

（公然わいせつ）

公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下第百七十四条第百七十四条第百七十四条第百七十四条

の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

（わいせつ物頒布等）

わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した第百七十五条第百七十五条第百七十五条第百七十五条

者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的

でこれらの物を所持した者も、同様とする。

（強制わいせつ）

十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者第百七十六条第百七十六条第百七十六条第百七十六条

は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をし

た者も、同様とする。

（強姦）

暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、第百七十七条第百七十七条第百七十七条第百七十七条

二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

（準強制わいせつ及び準強姦）

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗第百七十八条第百七十八条第百七十八条第百七十八条

拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。

（未遂罪）

前三条の罪の未遂は、罰する。第百七十九条第百七十九条第百七十九条第百七十九条

（親告罪）

第百七十六条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することがで第百八十条第百八十条第百八十条第百八十条

きない。

２ 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条から前条ま

での罪については、適用しない。

（強制わいせつ等致死傷）

第百七十六条から第百七十九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者第百八十一条第百八十一条第百八十一条第百八十一条

は、無期又は三年以上の懲役に処する。

（淫行勧誘）

営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以第百八十二条第百八十二条第百八十二条第百八十二条

下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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児童福祉法（昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号 （抄）児童福祉法（昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号 （抄）児童福祉法（昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号 （抄）児童福祉法（昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号 （抄）））））

第五節 雑則第五節 雑則第五節 雑則第五節 雑則

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。第三十四条第三十四条第三十四条第三十四条

一 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為

二 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為

三 公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行

為

、 、四 満十五歳に満たない児童に戸々について 又は道路その他これに準ずる場所で歌謡

遊芸その他の演技を業務としてさせる行為

四の二 児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに

準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせ

る行為

四の三 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若

しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を

行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 （昭和二十三年法

律第百二十二号）第二条第四項 の接待飲食等営業、同条第六項 の店舗型性風俗特殊

営業及び同条第九項 の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入

らせる行為

五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為

六 児童に淫行をさせる行為

七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行

為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為の

なされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為

八 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童

の養育をあつせんする行為

九 児童が四親等内の児童である場合及び児童に対する支配が正当な雇用関係に基づく

ものであるか又は家庭裁判所、都道府県知事又は児童相談所長の承認を得たものであ

る場合を除き、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを

自己の支配下に置く行為

２ 児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由

児施設又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条の三まで

及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。
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労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第四十九号 （抄）労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第四十九号 （抄）労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第四十九号 （抄）労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第四十九号 （抄）））））

（中間搾取の排除）

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を第六条第六条第六条第六条

得てはならない。
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職業安定法（昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号 （抄）職業安定法（昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号 （抄）職業安定法（昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号 （抄）職業安定法（昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号 （抄）））））

第五章 罰則第五章 罰則第五章 罰則第五章 罰則

次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二第六十三条第六十三条第六十三条第六十三条

十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業

紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若

しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者


